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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示モニターに再現可能な像を表示および処理するために撮像システムにより対象物の
三次元検査範囲のディジタルな像データを取得する方法において、
　表示モニターに互いに像平面の任意の方位を有する三次元検査範囲の少なくとも２つの
像を同時に表示し、各々の像の中に、マーキングが表示される像に関するそれぞれ他の像
の、像平面の向きに関する情報を与える少なくとも１つのマーキングを表示し、
　個々の像の像平面の方位、従って像の見方を、マーキングの相応に適合された表示のも
とに、適当な制御手段によりマーキングを動かすことによって又は像自体をその方位に関
して変更されていない他の像に対して変更することによって、変更することを特徴とする
表示モニターに再現可能な像の表示方法。
【請求項２】
　表示モニターに３つの像を再現し、各々の像の中に、他の２つの像平面の向きに関する
２つのマーキングを再現することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　像平面の向きに関係して異なるマーキングを使用し、像平面が互いに直交しているとき
には第１のマーキングを使用し、像平面が９０°とは異なる角度で交わっているときには
第２のマーキングを使用することを特徴とする請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　マーキングとして線を表示することを特徴とする請求項１ないし３の１つに記載の方法
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【請求項５】
　線がすべての像にわたって延びていることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　第１のマーキングとして実線を使用し、また第２のマーキングとして断続する線を使用
し、またはその逆とすることを特徴とする請求項４または５記載の方法。
【請求項７】
　各々の像に像特有の標識またはシンボルを対応付け、この像に付属する、他の像の中に
再現される各々のマーキングに同じくこの標識を示し、またはそれにシンボルを付与する
ことを特徴とする請求項１ないし６の１つに記載の方法。
【請求項８】
　各々の像に標識として特定の色を付与し、付属のマーキングをこれらの色で再現するこ
とを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項９】
　マーキングにより追加的に、他の像に関する各々の像の、像平面の局部的な向きに関す
る情報を与えることを特徴とする請求項１ないし８の１つに記載の方法。
【請求項１０】
　局部的な向きを表示するため各々の線を、各々の像の中で側方または上方にずらして表
示することを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　各々のマーキングに、マーキングが表示されている像に関してマーキングに対応付する
像を再現する視線方向を表示する、少なくとも１つの追加マーキングを与えることを特徴
とする請求項１ないし１０の１つに記載の方法。
【請求項１２】
　像平面方位の変更を、トラックボールにより行うことを特徴とする請求項１記載の方法
。
【請求項１３】
　像として、投影像または表面像または断層像の形態の三次元像を再現することを特徴と
する請求項１ないし１２の１つに記載の方法。
【請求項１４】
　再現すべき像の形式が任意に選択可能であり、すべての再現可能な像が、等しい形式ま
たは相異なる形式であることを特徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　対象物の三次元検査範囲のディジタル像データを有する像処理装置と、像を再現するた
めの表示モニターとを含んでいるディジタル像の処理および再現装置において、
　表示モニター（７）に互いに像平面の任意の方位を有する三次元検査範囲の少なくとも
２つの像（Ａ、Ｂ、Ｃ）が同時に表示可能であり、
　像処理装置が像（Ａ、Ｂ、Ｃ）の中に再現可能なマーキングを発生するべく構成され、
　各々の像（Ａ、Ｂ、Ｃ）の中に、マーキングが表示される像に関するそれぞれ他の像の
像平面の向きに関する情報を与える少なくとも１つのマーキング（Ｍ）が表示可能であり
、
　個々の像の像平面の方位、従って像の見方を、マーキングの相応に適合された表示のも
とに、適当な制御手段によりマーキングを動かすことによって又は像自体をその方位に関
して変更されていない他の像に対して変更することによって、変更することを特徴とする
ディジタル像の処理および再現装置。
【請求項１６】
　表示モニターに３つの像（Ａ、Ｂ、Ｃ）が再現可能であり、像処理装置（６）が像中の
、２つの他の像の像平面に関するそれぞれ２つのマーキング（Ｍ）を発生しかつ再現する
べく構成されていることを特徴とする請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
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　像処理装置（６）が、像平面の向きに関係して形式の異なるマーキング（Ｍ）を発生す
るべく構成され、第１のマーキングは互いに直交している像平面を標示し、第２のマーキ
ングは９０°と異なる角度で交わっている像平面を標示することを特徴とする請求項１５
または１６記載の装置。
【請求項１８】
　マーキング（Ｍ）が、線（ａ、ｂ、ｃ）であることを特徴とする請求項１５ないし１７
の１つに記載の装置。
【請求項１９】
　線（ａ、ｂ、ｃ）がすべての像（Ａ、Ｂ、Ｃ）にわたって延びていることを特徴とする
請求項１８記載の装置。
【請求項２０】
　第１のマーキング（Ｍ）が実線であり、第２のマーキング（Ｍ）が断続する線であり、
またはその逆であることを特徴とする請求項１８または１９記載の装置。
【請求項２１】
　像処理装置（６）が、各々のマーキング（Ｍ）、特に各々の線（ａ、ｂ、ｃ）に、マー
キング（Ｍ）が表示されている像に関してマーキング（Ｍ）に対応付けられている像を再
現する視線方向を表示する少なくとも１つの追加マーキング（Ｚa 、Ｚb、Ｚc ）を発生
するべく構成されていることを特徴とする請求項１５ないし２０の１つに記載の装置。
【請求項２２】
　変更のためにマーキング（Ｍ）が制御マウスの形態の制御手段（８）の使用のもとに動
かされることを特徴とする請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　像（Ａ、Ｂ、Ｃ）の像平面方位を変更するトラックボール（１２）が設けられているこ
とを特徴とする請求項２１または２２記載の装置。
【請求項２４】
　検査対象物の像データを取得するための撮像システムと、ディジタル形態で像データを
与えられる請求項１５ないし２３の１つに従った装置とを含んでいることを特徴とする医
学検査装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示モニターに再現可能な像を表示するための方法であって、好ましくは医学
的な検査設備の撮像システムにより、対象物の三次元検査範囲のディジタルな像データを
取得する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特に医学検査の分野では、検査対象物の像を撮像し、これらの像を、医師がそれらを観察
しそしてそれに基づいて診断を下せるように、モニターに表示する。このような像は、例
えば磁気共鳴装置、コンピュータトモグラフまたはＸ線検査装置または超音波検査装置に
より撮像される。例えば患者の頭部を検査するためには、患者の頭部が多くの断層撮影の
形で撮像される。その際に対象物のそれぞれ三次元の検査範囲が撮像される。すなわち、
存在するディジタルの像データセットは、対象物の外見に関する情報だけでなく三次元対
象物の内側に関する情報をも含んでいる。これにより、頭部の像を三次元像の形態で、例
えば投影像として、または表面像として三次元の形態で表示することが可能である。医師
にとって、撮像された像により可能な限り簡単な方法で、可能な限り多くの情報を得るこ
とが重要である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、観察者に簡単かつ一目瞭然な方法で解析を可能にする像を表示モニター
に表示する方法を提供することである。
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【０００４】
【課題を解決するための手段】
　この課題は、本発明によれば、表示モニターに再現可能な像を表示および処理するため
に好ましくは医学的な検査設備の撮像システムにより対象物の三次元検査範囲のディジタ
ルな像データを取得する方法において、表示モニターに互いに像平面の任意の方位を有す
る三次元検査範囲の少なくとも２つの像を同時に表示し、各々の像の中に、マーキングが
表示される像に関するそれぞれ他の像の、像平面の向きに関する情報を与える少なくとも
１つのマーキングを表示し、個々の像の像平面の方位、従って像の見方を、マーキングの
相応に適合された表示のもとに、適当な制御手段によってマーキングを動かすこと、特に
線をずらしまたは回転させることにより又は像自体をその方位に関して変更されていない
他の像に対して変更することにより、変更することによって解決される。
　本発明による方法の実施態様は次の通りである。
(1) 表示モニターに３つの像が再現し、各々の像の中に、他の２つの像平面の向きに関す
る２つのマーキングを再現する。
(2) 像平面の向きに関係して異なるマーキングを使用し、像平面が互いに直交していると
きには第１のマーキングを使用し、像平面が９０°とは異なる角度で交わっているときに
は第２のマーキングを使用する。
(3) マーキングとして線を表示する。線が本質的にすべての像にわたって延びている。第
１のマーキングとして実線を、また第２のマーキングとして断続する線、好ましくは破線
を使用し、またはその逆とする。
(4)各々の像に像特有の標識またはシンボルを対応付け、この像に付属する、他の像の中
に再現される各々のマーキングに同じくこの標識を示し、またはそれにシンボルを付与す
る。各々の像に標識として特定の色を、特に像を囲むカラーフレームの形態で付与し、付
属のマーキングをこれらの色で再現する。
(5) マーキングにより追加的に、他の像に関する各々の像の、像平面の局部的な向きに関
する情報を与える。局部的な向きを表示するため各々の線を、各々の像の中で側方または
上方にずらして表示する。
(6) 各々のマーキング、特に各々の線に、マーキングが表示されている像に関してマーキ
ングに対応付する像を再現する視線方向を表示する、少なくとも１つの追加マーキング、
特に線に付与した矢印の形態の追加マーキングを与える。
(7) 像平面方位の変更を、トラックボールにより行う。
(8) 像として、投影像または表面像または断層像の形態の三次元像を再現する。再現すべ
き像の形式が任意に選択可能であり、すべての再現可能な像が、等しい形式または相異な
る形式である。
【０００５】
本発明による方法によれば、一方では三次元検査範囲、すなわち撮像される対象物の相異
なる像平面を有する多くの像が表示モニターに再現される。すなわち像平面は、例えば医
師が、一方では像表示を、三次元検査範囲を通る水平断面の形態で与えられ、第２の像が
医師に垂直断面を示すように、互いに直交していてよい。それとならんで医師に、各々の
像の中にフェードインされるマーキングの形態で、個々の像の相互の像平面配列に関する
情報が与えられる。すなわち医師は簡単な方法で、医師に示されている像が互いにどのよ
うに配置されているかを認識できる。すなわち医師は、表示された像の情報量を互いに結
び付けることができる。なぜならば、各々の像が医師に、それぞれ他の像についての参照
情報を与えるからである。その際に本発明によれば、表示モニターに３つの像が再現され
、その際各々の像の中に他の２つの像平面の向きに関する２つのマーキングが再現される
。これにより一層大きな情報仲介が可能となる。
【０００６】
本発明によれば、像平面の向きに関係して異なるマーキングが使用され、その際に、像平
面が互いに直交しているときには、第１のマーキングが使用され、像平面が９０°と異な
る角度で交わっているときには、第２のマーキングが使用される。マーキングとしては、
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線を表示するのが目的にかなっている。これらの線が、本質的にすべての像にわたって延
びていることは有利である。２つの異なるマーキングを使用する場合、第１のマーキング
として実線が、また第２のマーキングとして断続する線、好ましくは破線が使用され、ま
たはその逆であることは、医師がマーキングを簡単に識別し得ることが保証されているか
ぎり、有利である。
【０００７】
２つよりも多い像が表示されるならば、第１の像の中に示されるマーキング、例えば線と
、それにより像平面の向きが表示されるべき付属の像との間の簡単な関連付けが可能であ
るように、各々の像に像特有の標識またはシンボルが対応付けられ、またこの像に付属の
、他の像の中に再現される各々のマーキングが同じくこの標識を示し、またはそれにシン
ボルが対応付けられることは有利である。その際、各々の像に標識として特定の色が、特
に像を囲むカラーフレームの形態で対応付けられ、また付属のマーキングが同じく、これ
らの色で再現されることは目的にかなっている。例えば３つの別々の像が使用されるなら
ば、第１の像は赤色のフレームを、第２の像は緑色のフレームを、また第３の像は青色の
フレームを有し得る。その際に、第１の像の中に緑色の線および青色の線が像２および３
の平面の向きを示すために、第２の像の中に赤色の線および青色の線が像１および３の平
面の向きを示すために、また第３の像の中に赤色の線および緑色の線が像１および２の平
面の向きを示すためにフェードインされる。
【０００８】
さらに、各々の線に、視線方向を示す追加マーキングを付与するのが有利であり、この方
向から各マーキングに対応する像を、マーキングがフェードインされた像と関連付けて観
察する。これは特に各線に付与された矢印の形態で行われる。
【０００９】
本発明によれば、マーキングにより追加的に、他の像に関する各々の像の、像平面の局部
的な向きに関する情報が与えられる。すなわち、簡単な方法で個々の像の相対的なの向き
が示されるように、特に簡単に各々の像の中の、各々の線が側方または上方にずらされて
表示される。
【００１０】
医師が三次元検査範囲を任意の表示の中で判定できるように、本発明によれば、像の像平
面の方位、従ってまた像の見方がマーキングの相応に適合された表示のもとに変更される
。すなわち医師は、三次元検査範囲を他の視角で観察できるように、像３として示されて
いる投影像を、例えば傾斜または回転させることができ、その際に自動的に相応のマーキ
ングも適合または追随させられる。変更を、特に制御マウスを含む適当な制御手段により
マーキングを動かすこと、特に線をずらしたり回転させたりすることにより行うことは目
的にかなっている。すなわち線運動は像または表示の変更をもたらす。代替的または追加
的に、像平面方位の変更は、トラックボールまたはその類似物によっても行える。すなわ
ちここでは像表示自体が変更され、マーキングの表示が相応に適合される。像としては、
説明したように、投影像または表面像または断層像の形態で、三次元像が再現される。再
現すべき像の形式は選択可能である。すなわち利用者は、例えば投影像マーキング手段ま
たは断層像を表示させるかどうかを選択できる。マーキングは医師に、選択された像形式
と無関係に、常に相応の情報を与える。その際に異なる像形式も同時に表示可能である。
【００１１】
　方法とならんで本発明は、対象物の三次元検査範囲のディジタル像データを有する像処
理装置と、像を再現するための表示モニターとを含んでいるディジタル像の処理および再
現装置において、表示モニターに互いに像平面の任意の方位を有する三次元検査範囲の少
なくとも２つの像が同時に表示可能であり、像処理装置が像の中に再現可能なマーキング
を発生するべく構成され、各々の像の中に、マーキングが表示される像に関するそれぞれ
他の像の像平面の向きに関する情報を与える少なくとも１つのマーキングが表示可能であ
り、個々の像の像平面の方位、従って像の見方を、マーキングの相応に適合された表示の
もとに、適当な制御手段によりマーキングを動かすこと、特に線をずらしまたは回転させ



(6) JP 4484286 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

ることによって又は像自体をその方位に関して変更されていない他の像に対して変更する
ことによって、変更することを特徴とする。
　ディジタル像の処理および再現装置に関する本発明の実施態様は次の通りである。
(11) 表示モニターに３つの像が再現可能であり、像処理装置が像中の、２つの他の像の
像平面に関するそれぞれ２つのマーキングを発生しかつ再現するべく構成されている。
(12) 像処理装置が、像平面の向きに関係して形式の異なるマーキングを発生するべく構
成され、第１のマーキングは互いに直交している像平面を標示し、第２のマーキングは９
０°と異なる角度で交わっている像平面を標示する。
(13) マーキングが線である。線がすべての像にわたって延びている。第１のマーキング
が実線であり、第２のマーキングが断続する線、好ましくは破線であり、またはその逆で
ある。
(14) 像処理装置が、各々のマーキング、特に各々の線に、マーキングが表示されている
像に関してマーキングに対応付けられている像を再現する視線方向を表示する少なくとも
１つの追加マーキング、特に線に対応付けられている矢印の形態の追加マーキングを発生
するべく構成されている。変更のためにマーキング、特に線が制御マウスの形態の制御手
段の使用のもとに動かされる、特に線をずらされ或いは回転される。像の像平面方位を変
更するトラックボールが設けられている。
　伝達されたディジタルの像データを処理する能力のある本発明により設けられている像
処理装置が、多くの相異なる像を表示モニターに再現するために、そのつどマーキングを
発生するべく構成されていることは特に有利である。その際、表示モニターに３つの像が
再現可能であってよく、また像処理装置が像中の２つの、他の像の像平面に関するそれぞ
れ２つのマーキングを発生しかつ再現するべく構成される。像処理装置はさらに、像平面
の向きに関係して形式の異なるマーキングを発生するべく構成されていてよい。例えば像
平面が互いに直交しているならば、第１のマーキングが使用され、像平面が９０°とは異
なる角度で交わっているならば、第１のマーキングと形式が異なる第２のマーキングが使
用される。その際にマーキングとして、目的にかなった方法で、すべての像にわたって延
びている線が表示される。これらの線は実線、または異なるマーキングが使用される場合
には、断続する線、例えば破線であってよい。

【００１２】
その像の向きをマーキングにより示すべき各像へのマーキングの対応付けを容易にするた
め（４つまたはそれ以上の像が表示されるときには問題が生ずる）、本発明によれば、像
処理装置の側から各々の像に像特有の標識またはシンボルが、そしてこの像に付属する、
他の像の中に再現可能な各々のマーキングに、同様にこの標識またはシンボルを対応付け
ることができる。すなわち像処理装置は相応の標識またはシンボルを発生する能力があり
、その際に像特有の標識として、特に目的にかなって、特に像を囲むカラーフレームの形
態の特定の色が役にたち、付属のマーキングはその場合にまさにこの色で示される。他の
像の表示に関する各像の、像平面における局部的な向きに関する情報を与えるため、像処
理装置はさらに、追加的に他の像の表示に関する各像の、像平面における局部的な向きに
関する情報を、例えば側方または上方にずらし表示する線の形態で含むマーキングを発生
するべく構成してもよい。さらに、マーキングが表示されている像に関して、マーキング
により示される参照像が、どの方向から観察しているかを医師が問題なく認識できるよう
に、各々のマーキング、特に各々の線に、マーキングが表示されている像に関して、マー
キングに対応付けられている像を再現する視線方向を表示する、少なくとも１つの追加マ
ーキング、特に線に付与された矢印の形態の追加マーキングを与えることは目的にかなっ
ている。
【００１３】
さらに本発明によれば、像の像平面の方位、従ってまた像の見え方が、マーキングの相応
に適合された表示のもとに変更可能であってよく、これは本発明の第１の実施例によれば
マーキングをずらすこと、または動かすことにより行われる。像表示はここで線の移動に
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追従する。追加的または代替的に、像の像方位を変更するトラックボールを設けることが
できる。その際にマーキングは相応に変更される。
【００１４】
最後に本発明はさらに、検査対象物の像データを取得するための撮像システムと、ディジ
タルの形態の像データを与えられる前記の形式の装置とを含んでいる医学検査装置に関す
る。
【００１５】
【実施例】
本発明の他の利点、特徴および詳細は、以下に説明する実施例ならびに図面から明らかに
なる。
【００１６】
図１は原理図の形態で、制御装置３を介して制御される撮像システム２を含んだ医学診断
装置１を示す。この図は重要な構成要素のみを示す原理図であり、医学検査設備が、本発
明にとっては重要でない一連の他の構成要素を含んでいることはもちろん理解されよう。
撮像システムは、例えばＸ線システムあるいは超音波システムであってよく、また磁気共
鳴システムまたはコンピュータトモグラフシステムと共に動作するものであってもよい。
【００１７】
二重矢印Ａで示すように、撮像システム２により取得された対象物Ｏの像データは、撮像
された像の処理および再現のための装置５に与えられる。この装置５は像処理装置６およ
び表示モニター７を含んでいる。表示モニター７に像がアウトプット可能である。像処理
装置６にはさらに、表示モニターに表示可能なマーキングを動かすための制御マウスの形
態の制御手段８が付属しており、これについては後で一層詳細に説明する。さらにトラッ
クボールの形態の制御手段１２が設けられており、これにより像方位が変更可能である。
【００１８】
図２は原理図の形態で、像処理装置６ならびに両方の対応付けられている制御手段８、１
２および表示モニター７を含んでいる本発明による装置を示す。この表示モニターには、
例として三次元検査範囲の３つの像Ａ、Ｂ、Ｃが表示される。三次元検査範囲としてここ
では頭部撮像の層が表示されている。通常、頭部全体が像技術的に撮像され、その際にこ
の撮像は、頭部全体の表示として合成されるそれぞれ個々の頭部円板が撮像されるように
行われる。像Ｃは下から、すなわち脚部から見た円板の１つ見え方を示し、図Ａは図Ｃ中
に示されている円板を通る縦断面を示し、また像Ｂは横断面を示す。像Ａ、Ｂ、Ｃの各々
はカラーの像フレームの形態の像特有の標識を付けられている。すなわち、各々の像に特
定のカラー標識が付されている。図２中で、これらのカラーフレームは参照符号ＲA、ＲB

またはＲCを付されている。例えばフレームＲAは赤色、フレームＲBは緑色、またフレー
ムＲCは青色である。
【００１９】
さらに図２から解るように、各々の像Ａ、Ｂ、Ｃの中に多くのマーキングＭが、記入され
ている線の形態で示されている。これらの線は、線が表示されている像に関する、線に対
応付けられている各々の参照像の像平面の向きを示す。図Ａ中に記入されている、ここで
は垂直に延びている線ｂは像Ａに関する像Ｂの像平面の向きを示し、線ｃは像Ｃの像平面
の向きを示す。像ＢおよびＣの中でも事情は同様であり、像Ｂの中で線ａは像Ａの向きを
、また線ｃは像Ｃの向きを示し、また像Ｃの中で線ａは像Ａの平面の向きを、また線ｂは
像Ｂの平面の向きを示す。線Ａ、Ｂ、Ｃは、区別を可能にするため、また各像Ａ、Ｂまた
はＣを対応付けるため、各像フレームＲA、ＲBまたはＲCの色に相応してカラーで表示さ
れている。
【００２０】
図示の実施例においては、すべての３つの像の像平面は、三次元空間の中で互いに直交し
ている。垂直な平面の向きは、線ａ、ｂ、ｃが実線で示されていることにより表示される
。医師はここで線ａ、ｂ、ｃにより、像Ａ、Ｂ、Ｃがどのように相対的に交わっているか
を認識し得る。さらに、例えば像Ａとの関連で、像Ｃを医師がどの方向から観察している
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かを認識可能とするため、矢印の形態の追加マーキングＺが各々の線ａ、ｂ、ｃに付与さ
れている。これらの追加マーキングは各々の線ａ、ｂ、ｃと同一の色に保たれる。追加マ
ーキングの各々は、図示の実施例では、ＺA、ＺB またはＺC で示されている。像Ｃはそ
れに従えば、例えば下から図Ａ中に示されている円板を見たときの円板状の三次元検査範
囲の見え方を示す。
【００２１】
図示を簡単にするため表示モニターにおける像表示のみを示す図３ないし７は、図２中に
示されている最初の状況から出発した像表示の種々の変更を示す。
【００２２】
図３は、像Ｂの像平面の向きを変化させた状態を示す。このことは像ＡおよびＣ中の各線
ｂの変更されたの向きにより表示される。図示の例では、像Ｂの像平面が像Ｃに関して“
下方に”ずらされている。このことは具体的に、像平面が後頭部の範囲内の三次元検査範
囲からの表示であることを意味する。線ｂは後頭部の範囲にずらされている（図２参照）
。相応して像Ａ中の線ｂは右方にずらされている。像Ａは前記のように像Ｃ中に示されて
いる対象物を通る縦断面を示す。像Ｂがずらされたので、そして像Ｂが像Ａに直交してい
るので、像Ａ中でも強制的に右方への線ｂのずれが生じなければならない。ここでは像Ｂ
の像平面がずらされてはいるが、いずれにせよすべての像は互いに直交している。このこ
とは実線ａ、ｂおよびｃにより表示されている。
【００２３】
図４は、図２から出発して、像Ｂ中の表示が、像ＡおよびＢの像平面が互いに直交しては
いるが、像ＢおよびＣはもはや互いに直交しないように傾けられた状況を示す。これはマ
ーキングの表示に関して、像平面がもはや互いに直交していないので、像Ｂ中の線ｃが破
線で表示され、同じように像Ｃ中の線ｂは破線で表示されるという結果を生ずる。像Ａお
よびＣは同じく直交しており、従ってこれに関する線ａ、ｃは実線で表示されている。像
Ｂの表示の変更は、制御手段により像Ａ中の線ｂを回転させ、線運動に相応して像Ｂの方
位も設定することにより簡単に行える。
【００２４】
図４中の像表示から出発して、図５では像Ｃの像平面の方位が像Ａ中の線ｃの回転により
変更されている。線ｃの向き決めに相応して、像Ｃ中の表示も変化する。すなわち、線ｃ
が像Ａ中に示されている対象物を通って水平に延びずに、これをある角度のもとに切るの
で、像Ｃ中にも、線の向きにより予め定められた角度のもとに像Ａ中に示されている対象
物を観察した際に見える、対象物の範囲しか見えない。これは、像Ｃ中では頭部を通る薄
い断片のみであり、その際に頭蓋側のみは見えるが、もはや前頭および後頭は見えない。
像ＡおよびＣの像平面は互いに直交しており、従って線は実線で示されている。像Ａおよ
びＣに対する像Ｂの方位はこの操作により変化しない。
【００２５】
図６は、図５から出発し、像Ｂ中の線ｃが回転させられた別の表示を示す。この回転は、
像Ｃがその方位を、像Ｃの像平面が像Ａの像平面と直交しないように変更されることに通
ずる。このことは、像Ａ中の線ｃおよび像Ｃ中の線ａが同じく破線で表示されていること
により明らかである。像Ｂ中の線ｃの変更およびそれに伴って生ずる像Ｃの像平面の方位
変更の結果として、像Ｃ中の線ａの向き変更も、これらが多少左方に傾くほどに生ずる。
しかしここでも像Ａは像Ｂに直交している。
【００２６】
最後に図７は、すべての像平面がもはや互いに直交していない像表示を示す。これは最も
複雑な状態であり、すべての像Ａ、Ｂ、Ｃは三次元空間の中で任意の方向に向いている。
図７に示されている表示の際には、像Ｂの中の線ａが回転させられたが、このことは像Ａ
中の相応する表示も変化することに通ずる。回転により像Ａ、Ｂの平面はもはや互いに直
交せず、従って像Ａ中の線ｂおよび像Ｂ中の線ａも破線で示されている。像Ｂ中の線ａの
運動に伴って生ずる像Ａの表示の変化の結果として、像Ｃ中の線ａの経過も変化する。し
かしこれらの線は、各々の像を、それらの線が参照像の上に表示される他の２つの像に対



(9) JP 4484286 B2 2010.6.16

10

20

30

40

する参照像として使用することを可能にする。
【００２７】
以上説明したように、各像およびマーキングの発生は、相応に構成されている像処理装置
の中で行われる。相応の断層像を得るために医師が行う各像表示の変更は、上記のように
、例えば制御マウスのような制御手段により線を動かすことによって行われる。代替的に
像表示の変更は、例えばトラックボールの形態の他の制御手段１２によっても行える。こ
こでは像が変更され、線の表示は次いで変更された像により行われる。すなわち作動モー
ドはまさに逆になる。
【００２８】
以上説明した実施例では、像Ａ、ＢおよびＣは、いわば表示されている三次元検査範囲を
通る視線方向で見た投影像である。しかし医師は、例えば制御手段８、１２の１つにより
、どのような像を表示するかを選択することもできる。例えば医師は投影像の代わりに、
同じ三次元検査範囲の表面像を表示させることもできる。混合した表示、例えば投影像と
しての像ＡおよびＢと、表面像としての像Ｃとの表示も可能である。各々の像の中に、選
ばれた像形式と無関係にマーキングがフェードインされる。すなわち医師は各々の任意の
像表示の際にマーキングにより方位を指定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による装置を含んでいる本発明による医学検査設備の原理図。
【図２】表示モニター上の像を拡大して示す、本発明による装置の原理図。
【図３】表示モニターに再現可能な処理された像を示す図。
【図４】表示モニターに再現可能な処理された像を示す図。
【図５】表示モニターに再現可能な処理された像を示す図。
【図６】表示モニターに再現可能な処理された像を示す図。
【図７】表示モニターに再現可能な処理された像を示す図。
【符号の説明】
１　　検査装置
２　　撮像システム
３　　制御装置
５　　像の処理および再現のための装置
６　　像処理装置
７　　表示モニター
８、１２　　制御手段
９　　方位キューブ
Ａ、Ｂ、Ｃ　　像
ａ、ｂ、ｃ　　線
Ｍ　　マーキング
ＲA　カラーフレーム
ＲB、ＲC　　像フレーム
０　　対象物
Ｚ、ＺA、ＺB、ＺC　 追加マーキング
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